
 
雄武町の 

移住支援制度 

あれこれ 

Domestic 

Migration Support 

住宅を新築した場合 

最大200 万円 
 
さらに、中学生以下の 
子どもがいる場合 

1人につき20 万円 

 
さらに、オホーツク総合振興局
管内認証木材を使用した場合 

1.5 万円 

中古住宅を購入した場合 

最大100 万円 
 
さらに、中学生以下の 
子どもがいる場合 

1人につき20 万円 

中古住宅をリフォームした場合 

最大100 万円 

快適住まいづくり支援制度 

木材使用量 
1m3あたり 

オホーツク紋別空港利用促進助成金 

羽田-紋別便を利用した町民 

片道1 万円 往復2 万円 
 
羽田-紋別便を利用し、雄武町内で
宿泊した道外者 

片道5 千円 往復1 万円 

移住支援金 

東京 23区から雄武町内へ移住し、 
移住支援金の対象法人に就業した場合 

最大100 万円 
 
さらに、18 歳未満の子どもがいる場合 

1人につき100 万円 

 

小規模企業創業支援助成金 

①雄武町内で新たに開業した場合 

最大500 万円 
 
②開業から 3年間の経営支援 

月額5 万円（最大 36 か月） 

※①と②を併せて最大 500 万円まで 


